
社会全体で「介護保険」を支えています。

介護保険料

介護保険は、「公費」と、
40歳以上の方が納める「保険料」を
財源として運営しています。

令和６年度～８年度の保険料基準額

次のいずれかの方法でご意見・ご提案をお寄せください。

なお、よこはまポジティブエイジング計画(素案)の詳細については、横浜市役所・
各区役所・地域ケアプラザ・老人福祉センター・地区センターで素案冊子を配布して
いる他、市のホームページでも公開しています。

パブリックコメント実施期間
＜ 11月１⽇（水）〜12月１⽇（金） ＞

郵 便

F A X

電子メール

携帯電話
スマートフォン

パソコン

⇒ 市役所・区役所・地域ケアプラザ等で配布している
「素案冊子」に付属のハガキをご使用ください。

⇒ 045－550－3613

⇒ kf-keikaku@city.yokohama.jp

⇒ ホームページの素案をご覧ください。
(二次元バーコードまたは下記のキーワードで検索)

高齢者に関する保健福祉事業・介護保険制度・
認知症施策に関する総合的な計画を策定します。
皆様のご意⾒・ご提案をお寄せください。

＜募集期間＞
令和５年11月１日（水）～12月１日（金）

介護保険料は、介護が必要な方の
介護保険サービス費用などをまかな
うために使われます。
金額は、３年間のサービスの給付

額等の見込みに基づいて算定します。

市 民 意 見
(パブリックコメント)

募 集

ポジティブ    エイジング
ＰＯＳＩＴＩＶＥ ＡＧＩＮＧ とは？

横浜市は、次のような思いを
「ポジティブ エイジング」に込めています。

誰もが歳を重ねる中で、
▶積極的で活力ある高齢社会を作りたい
▶人生経験が豊かであることを積極的に捉え、高齢者を尊重し、
その人らしい尊厳をいつまでも保つことができる地域を目指したい

心身の状態が変化したとしても、
▶高齢者が自らの意思で自分らしく生きることができるよう、
一人ひとりの「生活の質（QOL）の向上」につなげていきたい

よこはま
ポジティブエイジング計画

ご意見の提出方法

横浜市 ポジティブ 検索

問合せ先
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉課 計画調整係
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10（横浜市庁舎16階）
☎045-671-3412 fax045-550-3613 ✉kf-keikaku@city.yokohama.jp

※いただいたご意見の概要と、それに対する本市の考え方をまとめ、後日、ホームページで公表します。
ご意見への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。なお、第三者の利益を害する恐れのあ
るものなど内容により公表しない場合があります。

※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見は受け付けておりません。

※ご意見の提出に伴い取得した個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」の規定に従い適正に管理
し、本案に対する市民意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

第９期 横浜市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画
介 護 保 険 事 業 計 画
認 知 症 施 策 推 進 計 画

第８期（令和３～５年度）
保険料基準月額
６,５００円

第９期（令和６～８年度）
保険料基準月額

６,６００円～６,７００円程度

23%

27%

50%

65歳以上の方
の保険料

40～64歳の方
の保険料

公費（税金）
国・県・横浜市

～歳を重ねても自分らしく暮らせるまちを目指して～

計画期間2024年度-2026年度

（ 素 案 ）



「自分らしい高齢期の暮らし」を支える主な取組

将来に備えるための支援
〇元気なうちからこれからの人生をどう歩んで
いきたいか、自分の思いを記す「エンディング
ノート」を配布し、活用講座を実施します。

〇もしものときにどのような医療やケアを望む
かを話し合うきっかけになる「もしも手帳」の
配布を進めます。

〇認知症をはじめ、自分ひとりで判断すること
が難しい方が安心して生活できるよう、
成年後見制度の利用を支援します。

身近な医療機関で受けられる、
「もの忘れ検診」（認知症の簡易検査）
を広く周知します。

認知症の早期発見・早期対応

地域住民やボランティア、NPO法人、民間企業
等と連携し、居場所づくり、掃除、買い物、配
食、見守り等の生活支援を充実します。

地域での支え合いの推進・
多様なサービスの提供

身近な相談窓口・役立つ情報のご案内

必要な時に適切な医療・介護サービス
が受けられ、疾病の重症化や介護の重度
化が予防できるよう、医療と介護の連携
を進めます。

在宅医療・介護の連携推進

〇認知症の本人、家族、関係者が気軽に参加
できる身近な居場所を充実します。

〇認知症の方が自身の希望等を語り合える
「本人ミーティング」の開催や、本人・家族・
地域住民等がお互いを理解しあう場である
「認知症カフェ」の支援を行います。

認知症の人や家族の居場所の充実

健康で自立した生活のために

心や体に変化を感じた時

医療や介護が必要になった時

知識や経験を生かした
社会貢献活動の推進

高齢者一人ひとりのニーズと、地域活動
や企業等での有償・無償ボランティア活動
のマッチングを行う「シニア×生きがい
マッチング事業」を実施します。

地域活動･サービス情報の充実
ウェブサイト「ヨコハマ地域活動・

サービス検索ナビ」で、身近な地域活動
を紹介します。

介護予防･健康づくりと自立支援
〇フレイル※の予防・改善に向け、民間企業等
と連携した幅広い普及啓発と、高齢者一人ひと
りに合った介護予防の支援を行います。

※高齢期にからだとこころの機能が低下し、
将来介護が必要になる危険性が高い状態。

〇通いの場等への参加者に、インセンティブを
付与する「高齢者社会参加推進ポイント事業
（仮称）」を実施し、通いの場等への参加を
促進します。

相談先の充実
〇かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ
薬局・薬剤師の普及を促進します。

〇地域ケアプラザの業務の質の向上に取り組み
ます。

介護保険サービス等の充実

〇住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるよう介護保険サービス等を充実します。

地域ケアプラザ

「地域の身近な福祉保健の拠点」です。
（おおむね中学校区に１か所あります）

誰でも利用でき、専門職や地域活動などに
詳しいコーディネーターが、高齢者等の地域で
の生活の困りごと等に関する相談受付や支援を
行っています。

〇ふくしらべ
高齢者福祉の情報をまとめたサイトです。

〇ハートページ
介護保険の総合案内パンフレットです。

高齢期に必要な情報
高齢者の施設や住まい※に関する相談窓口とし

て、専門の相談員が、窓口や電話、オンラインで
の個別・具体的な相談や、施設の基本情報・入所
待ち状況などの情報を提供します。

※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
認知症高齢者グループホーム、
有料老人ホームなど

高齢者施設・住まいの相談センター

素案22、25ページ

素案24ページ

素案17ページ

素案23ページ

素案22、25ページ

素案10ページ

素案24ページ

素案44ページ

素案20～21ページ

素案19ページ

素案25～26ページ

素案12ページ

素案12～13ページ

素案17、21ページ

素案42ページ

素案32ページ

素案28～32ページ

素案13ページ

〇特別養護老人ホーム等、ニーズに応じた
施設・住まいの選択を支援します。

素案11、15ページ


	既定のセクション
	スライド 1

	A案（これを随時更新）
	スライド 2


